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以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
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数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　陸上自衛隊幹部候補生学校会計課事務室、幹部候補生学校ホームページ及び久留米商工会議所

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：

　　入札日時場所　：令和8年7月9日（木）11時10分　第３会議室

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

（１）競争参加に必要な資格に関する事項

　　　次の各項目のすべての条件を満たす者

　ア　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約

　　締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　イ　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

　ウ　令和７・８・９年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」のうちＤ以上の等級に格付けされた者。

　エ　契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

　オ　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要

　　領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

　カ　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製

　　造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

　キ　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停

　　止権者が認めた場合には、この限りでない。

（２）入札の方法

　　ア　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

　　　ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であ

　　　るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額より消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

　　イ　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

　　ウ　落札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
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（３）違約金等に関する事項

　　ア　落札者が契約を締結しない場合には、入札金額に消費税相当額を加算した額の１００分の５以上、契約者が契約を履

　　　行しない場合には、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

　　イ　遅延賠償金：遅延部分１日につき、契約金額の１０００分の１を違約金として徴収する。

（４）入札の無効

　　ア　電信電話による入札

　　イ　競争入札に参加資格のない者が行った入札

　　ウ　入札に関する条件に違反した入札

　　エ　入札金額の記載がない、或いは明瞭でない入札

　　オ　入札者が誰であるか識別しがたい入札

　　カ　暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

（５）契約書等作成の要否

　　　落札者は落札決定後延滞なく駐屯地用標準契約書及び請書の様式により、２５０万円を超えるときは契約書を１００万

　　　円以上の場合は請書を作成するものとする。

（６）適用する契約条項　　　

　　ア　「役務請負契約条項」

　　イ　「談合等の不正行為に関する特約条項」

　　ウ　「暴力団排除に関する特約条項」

（７）その他

　　ア　本入札においては郵便入札を可とする。郵便にて入札に参加する場合は入札日（令和８年７月９日）１０時必着と　

　　し、送付する場合は必ず事前の電話連絡を実施すること。

　　イ　代理人が入札参加する場合は、入札前に委任状を提出すること。

　　ウ　公告の掲示場所：前川原駐屯地、久留米商工会議所

　　　　幹候校公式ホームページ　 https://www.mod.go.jp/jgsdf/ocsh

　　エ　本入札の参加希望者は、担当者に電話連絡をするとともに有効な全省庁統一資格結果通知書を入札日の前開庁日１２

　　　時までにＦＡＸ等で提出すること。

　　オ　価格調査書は、入札日の前々開庁日（令和８年７月７日）１５時までにＦＡＸ等で提出すること。

（８）問い合わせ先

　　ア　住所等　　

　　　　〒８３９－０８５２

　　　　福岡県久留米市高良内町２７２８

　　　　電　話　０９４２－４３－５２１５

　　　　ＦＡＸ　０９４２－４４－２０５８

　　イ　入札に関すること

　　　　陸上自衛隊幹部候補生学校　総務部会計課　契約班　魚住（内線２１８）

　　ウ　仕様に関すること

　　　　陸上自衛隊幹部候補生学校　総務部管理課　営繕班　重藤（内線２６７）

　



総務部長 管理課長 営繕班長 電気係長 電気係 施設管理主任 管財主任 設計者

陸上自衛隊　幹部候補生学校

件名：隊舎電源改修設計

了

令和８年５月

１／５



１　業務名称
　　隊舎電源改修設計

２　計画施設概要
 (1)  施設名称
　　　前川原駐屯地－１４０号建物及び１５２号建物
 (2)  敷地の場所
　　　福岡県久留米市高良内町２７２８　陸上自衛隊前川原駐屯地

３　履行期間
　　契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで

４　設計与条件
 (1)  敷地面積
　　　前川原駐屯地　232,623.27㎡
 (2)  用途地域及び地区の指定
 　　 第２種住居地域
 (3)  設計対象施設
　　　１４０号建物　ＲＣ－４　　建築面積：1208.62㎡　延床面積：4880.69㎡
　　　１５２号建物　ＳＲＣ－７　建築面積：1140.31㎡　延床面積：8086.46㎡
 (4)  改修工事の条件
　　ア　隊舎の使用電力量増幅改修及びそれに伴う付帯工事
     (ｱ)  １４０号建物　既設容量 約245.36kwから90kva(kw)増の計画
     (ｲ)  １５２号建物　既設容量 約311.48kwから180kva(kw)増の計画
     ※力率は100％換算
　　イ　工事予定時期　令和９年６月以降～令和１０年３月３１日

５　管理技術者の資格
資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合はその者、会社その他の法人

　である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第２項に規定する一級建築士又は同条第３

　項に規定する二級建築士

６　実施設計の内容及び範囲
 (1)  実施設計の内容
　　　電気設備実施設計
 (2)  実施設計に関する業務範囲
　　ア　要求等の確認
　　イ　現地調査
　　ウ　法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
　　エ　実施設計方針の策定
　　 (ｱ)  総合検討
　　 (ｲ)  実施設計のための基本事項の確定
　　 (ｳ)  実施設計方針の策定及び発注者への説明

２／５

仕　　様　　書
調達要求番号 6KLJ1AA1019 作成部隊 陸上自衛隊幹部候補生学校
作成年月日 令和８年５月１５日 作成者 重藤技官



　　オ　実施設計図書の作成
　　カ　概算工事費の検討
　　キ　実施設計内容の発注者への説明等

 (3)  実施設計に関する業務範囲
　　ア　成果図書に基づく積算業務
　　イ　積算数量算出書の作成
　　ウ　単価作成資料の作成
　　エ　見積徴集
　　オ　見積検討資料の作成
　　カ　アスベスト調査

７　業務の実施
 (1)  実施設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。
 (2)  積算業務は、監督官の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
 (3)  適用基準
　　ア　公共建設設計業務委託共通仕様書
　　イ　官庁施設の設計業務等積算基準、同要領
　　ウ　設計基準、同資料
　　エ　公共工事標準仕様書
　　オ　公共改修工事標準仕様書
　　カ　公共工事積算基準
　　キ　公共工事標準単価積算基準
　　ク　公共工事数量積算基準
　　ケ　公共工事共通費積算基準
　　コ　公共工事内訳書標準書式
　　サ　公共工事見積標準書式
　　シ　公共工事積算基準等資料
　　ス　公共設計業務委託共通仕様書
　　セ　官庁施設の設計業務等積算基準、同要領
 (4)  図書の確認
　　　３０％・６０％・９０％・１００％毎に設計図書等を監督官に提出し、確認を受け
　　るものとする。また、確認の都度、監督官から要求があった場合は、検討し修正を加
　　えるものとする。
 (5)  コスト縮減に係る提案について
　　　本業務の実施に当たり、設計対象物に係るコストの縮減に資する工法・材料につい
　　て、監督官に提案するものとする。

３／５



８　実施設計（改修）
 (1) 成果物及び提出部数等（基準）

 (2)  細部事項
　　ア　設計図は、監督官と協議のうえ、適宜、追加・削除してもよい。
　　イ　負荷計算等を既存のソフトで行う場合は、事前に監督官と協議する。
　　ウ　成果物提出に併せて各種データを官側が指定するメールアドレス宛へ提出する
　　　こと。

９　特記事項
 (1)  本仕様書に記載されていない事項は、「共通仕様書」による。
 (2)  本業務の実施に当たり、現地実測及び測量から行うものとする。
 (3)  入札に参加する者は、事前に現地を確認した者に限る。

４／５

 (3) アスベスト調査結果書

 (2) 概略工事工程表
 (3) 概算工事費報告書

 (1) 各種技術資料

 (1) コスト縮減検討報告書

４　資料 1

３　その他 １

１　電気設備 2
 (1) 工事設計図

　　オ　断面図 1/20～1/100

　　イ　敷地案内図
　　ウ　配置図

　　ア　特記仕様書

成果物等 縮　　尺 部数 摘要

　　エ　立面図、平面図 1/200～1/10,000

２　積算 １
 (1) 工事積算数量算出書
 (2) 工事積算数量調書
 (3) 見積書、見積比較表

 (4) ＣＡＤデータ

 (2) 各種記録書



５／５

案内図 S=1/NON SCALE

配置図 S=1/NON SCALE


